
個別企業等の独自の取組による証明方法のイメージ図

※輸入材の場合は上記のフロー図に輸出業者等が介在する。

森林所有者等

ⅱ 持続可能性

・持続可能な森林経営が営まれている森林か
ら産出されたものであること

i 合法性

・伐採に当たって原木の生産される国又は地
域における森林に関する法令に照らし手続が
適切に行われたものであること

調達者等

担当者は合
法性、持続可
能性が証明さ
れた木材・木
材製品の使
用を契約の条
件にする。

証明書

納入業者

・合法性、持続可能
性が証明された製
品であることを明示
して納品

製材工場

・合法性、持続可能
性が証明された原
木を分別管理して
加工

二次加工業

・合法性、持続可能
性が証明された製
品を分別管理して
加工

参考３

（個別企業等の独自の取組については多様なものが想定され、本イメージ図はその一例）

提出
証明書の

作成

・合法性等の証明に係る行動規範を作成するとともに、伐採から納入までの各段階の事業者と協定を締
結する等により、事業者への行動規範の周知と分別管理の取組を担保。

・各事業者は行動規範に基づき、合法性等の証明、分別管理の取組を実施。

・取組状況の監査、公表等（監査には客観性を持たせるため第三者機関等の活用が望ましい）。

納入業者等が伐採段階からの流通経路等を把握した上で証明、公表
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